社会保障Ⅰ　(２０２５年前期　定期試験問題の解説)

問1　正答　2と3  ○　よくできました。
1：1950年勧告に「国家扶助によって最低限度の生活を保障し」の一文がある。
4：所得再分配機能はある。例）生活保護制度など
5：経済安定機能はある。例）雇用保険制度など

問2　正答　2　○　よくできました。
1：健康保険制度は1922年の健康保険法の成立から。
3：介護保険制度の創設は2000年。
4：高額療養費制度の創設は1973年。
5：後期高齢者医療制度の創設は2008年。

問3　正答　5　○　よくできました。
1：H30年度では約21％。
2：H30年度では1人あたり96.1万円。
3：H30年度では「年金」は45.5％。
4：H30年度では「高齢」45.5％、「家族」7.1％。

問4　正答　3　○　よくできました。
1：公的扶助は、貧困の原因を問わず困窮の程度によって給付が行われる。
2：社会保険は金銭と現物の両方を、公的扶助は原則金銭給付を行う。
4：所得税の納付歴は必要なく、資力調査を必要とする。 
5：スティグマを伴う可能性がある。例）生活保護など

問5　正答　5　○　よくできました。
1：最初に創設されたのは健康保険制度（1922年）。
2：最も新しい社会保険は介護保険制度（2000年）。
3：社会保険が中心であり、社会扶助はその補完的機能。
4：国民皆年金は1961年の国民年金法で達成している。

問6　正答　2　○　よくできました。

1：国民健康保険は強制加入である。
3：日本在住かつ、合法に就労していれば国籍を問わない。
4：厚生年金では、報酬と支払う保険料が決まっている。
5：市町村と市町村の広域連合が保険者である。
問7　正答　3　○　よくできました。
1：少子化により減少する。
2：少子化・人口減少により上昇していく。
4：2043年の3953万人がピークと予想される。
5：1億人程度と予測され、半減まではしない。

問9　正答　3　○　よくできました。

1：総額は140億円未満である。
2：「福祉その他」は2割超であり、4割もない。
4：社会保険料は約46％であり、公費負担約40％を上回る。
5：フランスの約35％など、日本は最大ではない。


問10　正答　5　○　よくできました。

1：基礎年金では、国は給付費の半分を負担している。
2：年金生活者支援給付金は、すべて国が負担している。
3：介護保険では、国は給付費の1/4を負担している。
4：雇用保険では、国は費用の1/4を負担している。

今回の試験は、26人中、10人が100点（出題ミス分の＋10点も含めて）で、１名を除き、加藤君を除けば、全員、70点以上でした。

本番の試験（社会福祉士）も同じで、何の準備もしないで受けると、誰でも30点以下になります。お試し受験程度の意味はあるかも知れませんが、受験料は高いし、何より、卒業後の人生の出鼻を挫かれることになるので、一発で受かるようにしましょう。

講義でもお話しましたが、国試というものは、国が必要な人材を確保するために行う試験であり、分野にもよりますが、基本的に、やる気のない人を落とすための試験であり、基本的に能力などは関係ありません。

事前に過去問を過去5年分ぐらいやり（過去問ドット・コムで簡単にできます）、わからないところを自分で調べる程度のことをしておけば、60％以上は取れるようにデザインされているはずです。

★後期は、1回で満点を取れるようにして下さい。
